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Background Insight

金融庁、人的資本開示の拡充を求める「企業内容等
の開示に関する内閣府令」等の公開草案を公表
金融庁は、2025年11月26日、有価証券報告書に人的資本に関する開示の拡充を求める「企業内
容等の開示に関する内閣府令」等の公開草案を公表しました（コメント期限：2025年12月26日）。

 「人材戦略に関する基本方針等」として、新たに経営方針・経営戦略等に関連付けた
具体的な人材戦略の記載、および従業員給与（賞与を含む）の額や内容の決定に関す
る方針について、具体的な記載をすることが提案されています。

 「従業員の状況」において、新たに平均年間給与の「対前事業年度増減率」を記載す
ること、および、連結会社（外国会社を除く）のうち、従業員数が最も多い会社に係
る情報についても開示を求めることが提案されています。

 改正後の規定について公布日からの施行が提案されています。このため、3月決算会
社においては、2026年3月期の有価証券報告書から改正後の定めに基づく開示が必要
となることが見込まれます。

News

本公開草案の背景にある「新しい資本主
義のグランドデザイン及び実行計画
2025改訂版」では、企業の戦略達成・価
値創造において人的資本は重要な要素で
あり、それゆえ、経営戦略と人材戦略を
関連付けた開示が投資家にとって有用で
ある旨が示されています。

現在、国際サステナビリティ基準委員会
（ISSB）では、人的資本に関連するリス
ク及び機会に関する開示についてリサー
チが進められており、今後、人的資本に
関する情報開示の重要性が更に高まるこ
とが見込まれます。

本公開草案は、2025年6月に公表された
「経済財政運営と改革の基本方針2025」、
「新しい資本主義のグランドデザイン及
び実行計画2025改訂版」、「コーポレー
トガバナンス改革の実践に向けたアク
ションプログラム2025」において、有価
証券報告書における人的資本に関する開
示の拡充が提言されたことを受けたもの
です。

本公開草案に対するコメントは2025年
12月26日までとされています。今後、寄
せられたコメントを踏まえ、2026年1月
中を目途に最終化されることが見込まれ
ます。
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1. 開示府令改正の背景

有価証券報告書における人的資本に関する開示の拡充については、「経済財
政運営と改革の基本方針（通称「骨太の方針」）2025」（2025年6月公表）、
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」（2025年６
月公表）および「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクションプロ
グラム2025」（2025年6月公表）等においてその方針が示されていました。ま
た、金融庁は、2025年8月に開催された金融審議会「ディスクロージャー
ワーキング・グループ」（第1回）において、2026年3月期の有価証券報告書
から人的資本に関連する開示を拡充する方針を示していました。

これらを踏まえ、本年11月26日に、金融庁から、人的資本に関する開示の拡充
を含む、企業内容等の開示に関する内閣府令（以下、「開示府令」という）お
よびガイドラインの改正案（以下、「本公開草案」という）が公表されました。

2. 本公開草案の概要

（1）人材戦略に関する基本方針等の開示（開示府令 第二号様式 記載上の注
意（58-2）、第三号様式記載上の注意（39-2））

本公開草案では、有価証券報告書に新たに「人材戦略に関する基本方針等」の
開示を設け、以下の内容について具体的に開示することが提案されています。

• 連結会社の経営方針・経営戦略等に関連付けた、連結会社の人材戦略

• 連結会社の従業員の給与（賞与を含む）その他の給付の額及び内容の決定
に関する方針（ただし、提出会社に係るものに限ることもできる）

また、連結会社の事業活動の特性上、臨時従業員が果たす役割が重要である
場合には、臨時従業員を含む従業員の給与（賞与を含む）その他の給付の額
及び内容の決定に関する方針について、開示することが提案されています。

（2）従業員の状況に関する開示の拡充（開示府令 第二号様式 記載上の注意
（58-3）a,b、第三号様式記載上の注意（39-3）a,b）

本公開草案では、提出会社の最近日現在の従業員について、平均年間給与の
対前事業年度増減率※1の開示を新たに求めるほか、提出会社が子会社の経営
管理を行うことを主たる業務とする会社（いわゆる「持株会社」）の場合、
最大人員会社（外国の会社を除く連結会社のうち、最近事業年度における従
業員数が最も多い会社）について、提出会社と同一の内容の開示を求めるこ
とが提案されています。

※1 最近事業年度における平均年間給与からその前事業年度における平均年間給与を
控除した額を、当該事業年度における平均年間給与の額で除した割合
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図表1：本公開草案に沿った従業員の状況に関する開示のイメージ
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また、本公開草案の提案では、最大人員会社の従業員数が、連結会社の従業
員数に占める割合が過半数を超えるか否かによって、「従業員の状況」の開
示対象が異なります。具体的には、以下の提案がされています。

• 最大人員会社の従業員数の連結会社の従業員数に占める割合が過半数を超
える場合

「従業員の状況」の開示対象は、提出会社と最大人員会社

• 最大人員会社の従業員数の連結会社の従業員数に占める割合が過半数を超
えない場合

「従業員の状況」の開示対象は、提出会社と最大人員会社と最大人員会
社の次に従業員数が多い会社

この他、外国会社は最大人員会社の定義には含まないことが提案されていま
す。このため、最大人員会社の判定をする際に、外国会社の従業員数は除外
する必要があります。

出所：金融審議会「第1回ディスクロージャーワーキング・グループ」資料3事務局資料（金融庁）
（https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclosure_wg/shiryou/20250826/03.pdf）を基にあずさ監査法人作成

会社名 従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

提出会社 200 45 20 8,000,000

現行

平均年間給与の
「対前事業年度比」を追加

公開草案

連結会社（外国会社を除く）のうち、最近事業年度における従業員数が
最も多い会社（最大人員会社）について、提出会社と同一の内容を開示

会社名 従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与 平均年間給与の
対前事業年度増減率（%)

提出会社 200 45 20 8,000,000 6.2%

子会社A 1,000 40 15 7,000.000 5.5%

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclosure_wg/shiryou/20250826/03.pdf
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図表2：本公開草案の「最大人員会社」の考え方
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（3）人的資本に関する開示箇所の整理（開示府令 第二号様式 記載上の注
意（58-3)e、第三号様式記載上の注意（39-3）e）

本公開草案では、人的資本に関する開示について、有価証券報告書における
開示箇所を整理する提案がされています。具体的には、以下の提案がされて
います。

• 新たに「第4 提出会社の状況」の次に「5 従業員の状況等」を設け、現在
の「従業員の状況」と新たに開示を求める「人材戦略に関する基本方針
等」の開示を含める。

• 使用人等のみに対して新株予約権証券を付与する場合における「新株予約
権等の状況」の開示、使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業
員株式所有制度を導入している場合における「役員・従業員株式報酬制度
の内容」の開示を、「5 従業員の状況等」に含めて開示することができる。

パターン2パターン1 パターン3

連結従業員数
：1,000人提出会社

50人

A社：250人

B社：300人

C社：400人

最大人員会社はC社で、従業員数
は連結会社の過半数を超えない
（40%）
提出会社、最大人員会社（C
社）に加え、最大人員会社の次に
従業員数が多い会社（B社）が
「従業員の状況」の開示対象とな
る。

連結従業員数
：1,000人

最大人員会社はC社で、従業員数
は連結会社の過半数超（60%）
提出会社と最大人員会社（C
社）が「従業員の状況」の開示対
象となる。

提出会社
50人

A社：150人

B社：200人

C社：600人

国内従業員数
：450人提出会社

50人

A社：100人

B社：300人

C社：550人

外国会社のC社は最大人員会社の
判定から除外。
最大人員会社はB社で、従業員
数は連結会社の過半数超（67%）
提出会社、最大人員会社（B
社）が「従業員の状況」の開示対
象となる。

海外従業員数：550人

出所：あずさ監査法人作成
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3. 適用時期

本公開草案に対するパブリックコメントは、本年12月26日まで実施され、そ
の後、2026年1月末ごろに最終化・公表されることが見込まれます。

また、本公開草案では、改正後の規定について、公布日からの施行と、2026

年3月31日以降に終了する事業年度の有価証券報告書から適用することが提
案されています。このため、3月決算会社においては、2026年3月期の有価証
券報告書から改正後の定めに基づく開示が必要となることが見込まれます。

図表3：本公開草案の「従業員の状況等」イメージ

従業員の状況等
（第4 提出会社の状況＞5）

現在の有価証券報告書

従業員の状況
（第1 企業の概況＞5）

新株予約権等の状況※1 

（第4 提出会社の状況＞1株式等の状況＞2）

役員・従業員株式所有制度の内容※1

（第4 提出会社の状況＞1株式等の状況＞8）

従業員の状況

新株予約権等の状況

役員・従業員株式所有制度の内容

人材戦略に関する基本方針等
（新規）

改正案の有価証券報告書（イメージ）

※1 制度を導入している場合に、記載の集約を認める

出所：「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（案）等に対するパブリックコメントの実施に
ついて（金融庁）（https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html）を基にあずさ監査法人作成

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html
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